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　地震の揺れの程度をあらわす尺度が「震度」です。
かつて、震度は体感や周囲の状況から推定していま

動的に観測し速報されています。
　昔、震度は地震計などの器械観測の手段が無い時
代あるいは無い場所において地震動の強さを推定す
るための手段として用いられてきました。日本での
震度観測には、地震発生直後、気象台の観測員が即
座に震度を判定し、その観測結果が報道機関を通じ
て広く国民に速報される、当時としては諸外国には
無い特徴がありました。このため震度が国民に馴染
み深いものになるとともに地震の概要を知るための
手段として広く利用されるようになってきました。
当時の最大の揺れを示す「震度７」の説明では、「激

地割れ、断層などを生じる」と記載されていました。
よって、十分な被害調査を行ってからではないと震
度の値は決定できないため現在のように震度を即時
の防災対応情報に利用することは困難だったので
す。
　震度観測に器械観測を導入するメリットは以下の
２つが考えられます。「より客観的に観測でき、また
観測結果をオンラインによって速報することができ
る」ことと「無人でも観測可能なため、震度観測点
を増やすことができる」ことです。はじめのメリッ
トは、いくらベテランの気象庁職員でも体感で揺れ
の状態をいつでも客観的に表現できるかといえば、
完全にできるとはいいがたいことによります。主観
的な要素がはいってしまう可能性もあるでしょう。
同一条件の計測器械なら客観的に震度を評価可能と
考えられます。また、二つ目のメリットは、現在の

月時点気象庁ホームページ参照）にものぼる数にな
ったことに反映しています。まさに計測震度計が自
動的に観測するようになった成果です。

歴史があります。そう簡単に過去の震度を切り捨て
ることもできません。震度を改訂する当時の学識経
験者からなる委員会は以下の提案をしました。従来
の震度（体感震度）と連続性を維持すること。得ら
れた震度の客観性があること。震度を算出するため
の基礎となる計測量については物理的に意味があ
り、一般的に理解しやすい量であること、またその
処理方法はできるだけ簡単なものであること。よっ
て、現在の計測震度計はまったく新しい観測量では
なく、地震動の加速度記録を、従来の震度と連続す
るような処理をして、単純な数値として算定されて
います。詳しく説明すれば、観測された地震動に対
して人間や建物が影響を受ける揺れの周期帯（およ
そ周期１秒から２秒程度）を反映するような演算処
理を震度計内部で行うことによって、昔の体感震度
に近い値を求めようとしています。ちなみに、現在
の気象庁の震度階級は「震度０」「震度１」「震度
２」「震度３」「震度４」「震度５弱」「震度５強」

となっています。震度を計算するときに揺れの大き
さの対数を利用するため数字が大きい５、６では弱
と強で分割した階級となっています。震度７の上の
階級は定義されていません。どんなに揺れが大きく
てもすべて震度７と表現されます。（参考文献：震度
を知る、気象庁、ぎょうせい）


